
24.11.29第9回議会基本条例策定特別委員会

検討事項

「考え方」
前回提示内容

区分
条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

条例案
掲載 考え方に対する意見等

真政会 ○ － ○

・自由討議を深める意味
で、また、議会運営も考
慮に入れて反問権、反論
権のあり方を熟議し、よ
く精査をして盛り込む。 ×

・自由討議の場は今まで
盛んに取り入れているの
で、敢えて、このテーマ
は条文に盛り込まず、逆
に市長以下も要請に応じ
て極力会議に出席すべき
であり、当局との自由討
議にもつながるものであ
る。

○ － ○ － ○ － ○ －

みらい福島 ○ － ○ － ○ － ○ － ○ － ○ － ○ －

市民２１ ○
・重要な政策等の定義に
ついて検討が必要。

○
・議論の活性化のため反
論も含めた反問権として
付与。

○ － ○ － ○ － ○ － ○

・基本条例基本理念の根
幹を成す項目と認識す
る。
・権利、範囲、実効性等
について慎重に整理、検
討を要する。

公明党 ○ － ○

・反問はこれまでも黙認
されていた部分もあり、
正確な情報を得るために
は必要と思われる。
・代案を求められる反
問、反論については議員
側の熟知が求められ返答
に窮することになる。

○

・必要最小限の対応で
可。しかし関連して想定
される対応の範囲の対応
が必要である。

○ － ○ － ○ － ○ －

日本共産党 ○ － ○

・質問の趣旨を確認する
反問と、考え方、対案を
求める反論と両方の権利
を与えることで議場での
議論がより明確に活発に
できる。

○ － ○ － ○ － ○ － ○

・事務事業に継続的な評
価を議会ができるシステ
ムが必要。

社民党・護憲連合 ○

・本市議会において、議
案等に対する会派説明等
で実施しており、また、
議会の議決すべき事件を
条例で示している。
・本市においても、パブ
リック・コメント制度に
伴い実施しているが、条
文化して、市民の皆様に
明確に示すことが必要で
ある。

○

・考え方のとおり。
・今後、反論権について
は、反問（権）の定着状
況を見極めて、今後の検
討課題にすべきである。

○

・地方自治法第121条第1
項で示しているとおり。
・また、福島市委員会条
例第21条で示されている
が、条文化して、市民の
皆様に明確に示すことが
必要である。

○

・先例にも盛り込まれて
いるが、条文化して、市
民の皆様に明確に示すこ
とが必要である。

○

・「可能な限り」の文言
を削除できないか。しか
し、原案でも「了」であ
る。
・予算関係及び決算関係
については、地方自治法
で示され、また、先例に
も盛り込まれているが、
条文化して、市民の皆様
に明確に示すことが必要
である。

○

・先例にも盛り込まれて
いるが、条文化して、市
民の皆様に明確に示すこ
とが必要である。
・先例118(6)会派、個人
からの資料請求：資料請
求に応じるかどうかにつ
いては、提出方法も含め
執行機関の判断が優先す
ることより、「必要とな
る関係資料について、市
長その他の執行機関に対
して求めることができ
る。」の考え方が、より
強く議会の意思を示して
いる。

○ －

※注）【条例案掲載】欄　○：盛込むべき、×：盛込まない

重要政策等に関する議会の意見
聴取、説明

市長その他の職員への反問権、
反論権の付与

審議・調査等に必要な資料の提
供

　議会は、議案等の審議、市長
その他の執行機関に対する監視
及び評価、政策立案及び政策提
言等を行うために必要となる関
係資料について、市長その他の
執行機関に対して求めることが
できる。

予算・決算に関する審議・資料
の作成

政策執行に関する監視、評価
全員協議会・委員協議会のあり
方

　全員協議会、委員協議会につ
いて必要な事項は，別に定める
ものとする。

議会に市長等の出席要請を最小
限とすること

　議会は、市長等に対する会議
等への出席要請を必要最小限に
とどめ、議員相互間の自由討議
を重視した運営に努める。

議会基本条例策定特別委員会（第８回検討事項）会派検討内容

　議会は、市長等が、重要な政
策等について、基本方針、素案
その他これらに類するものを作
成し、若しくは変更するとき
は、市長等に対して、議会の意
見や政策提言の趣旨を尊重する
ことや、重要な政策等に関する
内容の説明を求めるものとす
る。

　本会議又は委員会において、
議員の質問や質疑に対し答弁を
する者は、質問や質疑の内容が
不明確であった場合、論点を明
確化し議論を深める目的で、議
長又は委員長の許可を得て、反
問することができる。

　議会は、市長が予算を議会に
提出し、又は決算を議会の認定
に付するに当たっては、可能な
限り、議会が必要とする資料提
供等を求めることができる。

　議会は、市長その他の執行機
関及びその職員との緊張関係を
常に保持し、独立・対等の立場
において、市長その他執行機関
に対して監視及び評価を行う。

資料２ 


